
西市民病院跡地利用の経緯

年　月　日 事　　項 内　　容 詳　　細 議　　会
平成28年3月 加古川西市民病院跡地活用計画 ■跡地活用方針 4．民間活力の誘導：医療機能との連携による効果的な事

業提案を求めます。
（１）事業者の募集方法：跡地活用の条件整理、民間事
業者との対話の実施結果を踏まえ、民間活用ゾーン （医
療・福祉）と民間活用ゾーン（その他）は一括売却方式
を基本として公募する

（4月19日）総務教育常任委員会：＜委員＞民間活力を利用し
た療養型施設の誘致と休日夜間急病センターの設置

5月20日 募集公告
6月10日 参加表明期限 ３者
6月20日 参加資格審査結果 ２者合格　＊１者不合格
8月3日 資格審査結果 １者合格　＊１者取り下げ
8月30日 優先交渉権者決定 代表法人　医療法人社団「一功会」　

構成員　社会福祉法人「和光福祉会」
将来的な施設の建て替え用地としての活用や、余剰地を
売却して住宅整備等を検討していきたいとの提案

（9月7日）総務教育常任委員会：公募条件の広域型特養の　　　
80床を満たしていれば、それ以外は事業者が自由にできる。
例：サービス付き高齢者向け住宅などで使う9月9日 基本協定書締結

平成29年1月27日 土地建物譲渡契約 ¥500,550,000　　（20,696.８㎡） 本館の解体費用（約６億５千万円）や、交渉時点では病
床配分が未定であったことなどの条件を考慮

（1月24日）＜ブログ＞「余剰地を売却して住宅整備を検
討…」という項目に対しての質疑はありませんでした。 
ただ、計画（用途）の変更についての制限については質すべき

4月21日 事業計画変更の申出①
特養：旧別館→旧本館解体跡地へ

効果的な施設配置
5月29日 事業計画変更の承諾① 旧別館：重度心身障害児（者）施設の整備
9月19日 事業計画変更の申出②

特養：旧本館解体跡地→旧別館へ

土壌汚染による竣工の遅れの可能性 （10月18日）総務教育常任委員会：業者に確認したところ、
すぐに売却をしてしまうことは現在考えていない…。　　　　
民間への売却も含めて有効に活用していただくというのが、当
初からの市としての考え方ということですので…。

10月23日 事業計画変更の承諾②

当初計画へ戻す
（10月23日）＜ブログ＞想定以上の事業費の増加や土壌汚染
対策などで収支計画を変更せざるを得ないことが理由のようで
すが、そもそも当初から契約の中に「余剰地を売却して住宅整
備等を検討していきたいとの提案」があります。この売却益に
ついてはなんの説明もなく、そうした対応をとったとしても事
業として成り立たないというものでは無い
（1月17日）総務常任委員会：旧本館解体後の駐車場整備です
けれども…具体的にどうするのかという協議がない状況です。

平成30年4月5日 医療棟（旧中央診療棟）病院開院 フェニックス加古川記念病院
6月21日 事業計画変更の申出③ 駐車場以外を住宅または兼用住宅の用

途として民間企業に売却
4711.85㎡　　　

8月1日 事業計画変更の承諾③ 売り渡し先、売り渡し価格は不明。
※ ¥329,829,500 ～ ¥471,185,000（公示地価参考）

問題点
民間活力の誘導：医療機能との連携による効果的な事業とされ、将来的な施設の建て替え用地としての活用や、余剰地を売却して住宅整備等という提案が、単なる宅地の売買にすり替わっていること。
であるなら、民間活用ゾーン（その他）は市が宅地として直接売却すべき。本来、市に入るべき売却益が、事業者の利益となっており、実質、大幅な値引きで跡地を譲渡したことになる。


